
   

税務ＱＡ                         １８．３－１ 
             

 
 Ｑ１ 診療所を開業するため事業計画を検討中ですが、開業時にはどのような税金がかか 
    りますか。また、開業に伴って関連してくる税金はどのようなものがありますか。 
Ａ   

ポイント 

（１） 土地を購入して診療所を建てますと、登録免許税、印紙税、不動産取得税がかか 

ります。 なお、土地以外の資産の取得に対しては消費税が課税されます。 

（２） 土地、建物、医療機器等の事業用減価償却資産を所有していると固定資産税が、 

また､土地、建物には都市計画税がかかります。 

（３） 登録免許税、印紙税、不動産取得税については、軽減措置が講じられていますが、 

登録免許税と不動産取得税の軽減措置は今年の税制改正で縮小される見込みです。 

（４） これらの税金は必要経費に算入できるものですが、開業前に支払うことになる 

       登録免許税等ついては必要経費にできませんので、繰延資産である開業費とするか、 

固定資産の取得価額に含めるか、になります。 

 

１．開業時にかかる税金の主なものの内容 

（１）登録免許税 

登録免許税の納税義務者は、登記等を受ける者です。 

登録免許税の納付方法は、国税の収納機関に納付しその領収証書を登記等の申請書に添付する

ことを原則としていますが、納付すべき額が３万円以下の場合及び登記機関等が特別の事情があ

ると認めた場合は、印紙を添付する方法も認められています。 

 不動産に関する登記の場合においては、その不動産の価額（固定資産税評価額と同一の価額。

ただし新築建物については「種類・構造別新築建物㎡単価表」に基づき評価される価額。）に対

して所有権の保存登記の場合１，０００分の２、売買による移転登記の場合１，０００分の１０

の税率（平成１８年３月３１日までの軽減税率）により登録免許税が課されます。 

    どれくらいかかるか  固定資産税評価額２８百万円の土地の売買による所有権の移転登記 

および新築建物㎡単価表による評価額４０百万円の診療所建物の保存登記の登録免許税     

土地の所有権の移転登記   ２８百万円 ×１０／１，０００ ＝２８万円 

建物の所有権の保存登記   ４０百万円 × ２／１，０００ ＝ ８万円 

   （注）本則税率は、売買による所有権の移転登記 ２０／１，０００、所有権の保存登記 
４／１，０００です。  
平成１８年度の税制改正法案では、「土地に関する売買による所有権の移転登記」につい 
ては１８年４月１日から２年間の時限措置として１０／１，０００に軽減する、としていま

すが、その他については軽減措置が縮小され、本則税率適用となります。 
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（２）印紙税 
    土地売買契約書や建築請負契約書等には印紙が必要です。なお、医師が治療代を受け取った際 

に作成する受取書は、営業に関しないものとして取り扱われ、印紙を貼る必要はありません。 

 どれくらいかかるか  土地売買契約４０百万円、診療所建築工事請負契約６０百万円、 

金融機関からの金銭消費貸借契約１億円とした場合にかかる印紙税 

    土地売買契約書  １万５千円   診療所建築工事請負契約書  ４万５千円 

    金銭消費貸借契約書  ６万円 

   （注）不動産の譲渡ならびに建設工事の請負に関する１千万円を超える金額の契約書に対する印

紙税の税率は、平成１９年３月３１日まで軽減措置が講じられております。 

                記載金額            軽減税額    （本則税額） 

      １，０００万円を超え５，０００万円以下のもの １５，０００円（２０，０００円） 

      ５，０００万円を超え１億円以下のもの     ４５，０００円（６０，０００円） 

（３）不動産取得税 

    不動産取得税は、土地や家屋を取得した場合に都道府県によって課される税金です。 

    不動産取得税の課税の基準である取得価額（課税標準）は実際の取得価額ではなく固定資産税

の課税標準として市町村が評価した価額（固定資産課税台帳に登録されている価格）によります。 

    なお、｢宅地評価土地｣については、その取得が平成１７年１２月３１日までに行われた場合に

限り課税標準を価格の２分の 1の額とする特例措置がありますが、平成１８年度税制改正法案で

は、この特例措置を平成２１年３月３１日まで延長する、としています。 

    税額は、平成１８年３月３１日までの間に不動産の取得が行われた場合、特例により課税標準 

に３％の税率（本則４％）を掛けて計算し、都道府県税事務所に納付します。  

 平成１８年度税制改正法案では標準税率を３％としている特例措置について、 

① 住宅及び土地については平成２１年３月３１日まで延長する。 
② 住宅以外の家屋については特例措置を廃止するが、平成２０年３月３１日までの２年間  
に限り、標準税率を３．５％とする経過措置を講ずる、としています。 

    不動産取得税の納税時期は、土地については所有権移転しておよそ３ヵ月後、新築建物につい 

ては評価があるため、翌年６月頃になります。       

    どれくらいかかるか  開業用地購入代金４０百万円、診療所建設費６０百万円（固定資産税

評価額土地２８百万円、建物４０百万円）とした場合の不動産取得税 

土地 ２８百万円×１／２×３％＝４２万円   建物 ４０百万円×３％＝１２０万円 

（４）固定資産税及び都市計画税 

    固定資産税は、土地、家屋及び事業の用に供される減価償却資産（自動車を除く。）の所有者 

に対して課される税金です。課税標準は固定資産評価員によって評価決定された時価で、土地は 

売買実例価額を基準として比準する方式、家屋は再建築価格を基準として経年減価率をもって補 

正する方式、償却資産は取得価額を基準として、減価償却率を適用する方式でそれぞれ算定され 

ます。 固定資産税の標準税率は、１．４％となっています。 

    都市計画税は、都市計画区域にある土地、建物の所有者に対し、固定資産税評価額を課税標準

として０．３％課税されます。 
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    固定資産税及び都市計画税は、１月１日に所在する固定資産に対して、その年分の税金が課税 

されますので、新たに所有した固定資産については翌年から課税されることになり、納期は、４ 

月、７月、１２月及び翌年２月で、納期限は一般に 4月、7月、２月は月末、１２月は２５日と 

しています。 

    どれくらいかかるか   固定資産税評価額が土地２８百万円、診療所建物４０百万円、償 

却資産４０百万円とした場合の固定資産税、都市計画税 

          固定資産税             都市計画税  

土地   ２８百万円 × １．４％ ＝３９万２千円  × ０．３％ ＝８万４千円          

建物   ４０百万円 × １．４％ ＝５６万円    × ０．３％ ＝１２万円 

     償却資産 ４０百万円 × １．４％ ＝５６万円 

 
２．開業に伴って関連してくる税金 

 診療所開業に伴って関連してくる税金の種類は多く、次表のようなものがありますが、開業後の

中心的な税金は、各種の所得のうち柱となる医業に係る事業所得に対する所得税です。 
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        税金の種類    役所名           税金の種類      役所名 

財産の 消費税    税務署       財産の 自動車重量税      税務署 

移転や 印紙税    税務署       所有  自動車税        都道府県税事務所 

取引  不動産取得税 都道府県税事務所      軽自動車税       市区町村役場 

       登録免許税  税務署       医業の 所得税         税務署 

       自動車取得税 都道府県税事務所  所得  住民  都道府県民税  市区町村役場 

   財産の 固定資産税  市区町村役場        税   市区町村民税   

   所有  都市計画税                事業税         都道府県税事務所 

 


